
各務原市監査委員告示第２号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第５項の規定により、令和７年

度工事監査を実施したので、同条第９項の規定により、次のとおり監査の結果に関す

る報告を公表する。 

 なお、今回の監査に当たっては、小島博彦前監査委員は令和８年２月２４日まで関

与し、井戸田直人監査委員は令和８年２月２５日から関与した。 

 

  令和８年３月３０日 

                各務原市監査委員  五 島 浩 利      

各務原市監査委員  楢󠄀 谷 清 美      

                各務原市監査委員  井戸田 直 人      

 

 

第１ 監査の概要 

 

１．監査の種類 

    工事監査（地方自治法第１９９条第５項の規定による随時監査） 

 

２．監査の実施日及び場所 

    令和７年９月２６日から令和８年３月３０日まで 

    各務原市産業文化センター８階第１特別会議室ほか 

 

３．監査の対象 

    中屋保育所外壁等改修工事（建築） 

 

４．監査の主な実施内容及び着眼点 

    各務原市監査基準に基づき、工事の設計、施工等が法令に適合し、適正に行

われているかどうかについて、関係書類を確認し、現場の調査を行うとともに、

関係職員及び当該工事の受注者に質問して、回答又は説明を求める等の方法に

より監査を実施した。 



    監査を実施するに当たっては、工事技術に関する専門的知識を必要とするた

め、工事技術調査業務を公益社団法人大阪技術振興協会に委託し、その結果に

ついて意見の陳述及び報告書の提出を求めた。 

    なお、主な着眼点は、次のとおりである。 

（１）仕様書、図面、設計内訳書等の設計図書は、的確に作成されているか。 

（２）積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は、適切に行われているか。 

（３）工事施工計画は、適切か。また、施工計画書及び工程表は、整備されているか。 

（４）設計図書どおり施工されているか。 

（５）工程管理及び品質管理は、適切に行われているか。 

 

第２ 監査の結果 

   中屋保育所外壁等改修工事（建築）の事務手続、設計、施工等は、法令に適合

し、適正に行われていた。公益社団法人大阪技術振興協会から提出された「工事

技術調査結果報告書」に記載の留意事項等については、十分精査のうえ対処され

たい。 

 


